
日　時 ： 平成３１年３月２５日（月）

１０時００分～

場　所 ： 山辺道文化館

久留米市立草野歴史資料館協議会

第５５回



(50音順･敬称略)

氏　　名 所　　　属 役職 委員区分

井上　慶子 草野校区食育推進クラブ 会長 関係団体

上田　桂司 草野校区まちづくり振興会 事務局長 関係団体

國武　康一 草野町商工振興会 会長 関係団体

古賀　孝子 草野校区ほとめき歩きの会 委員 関係団体

後藤　純子
(公財)久留米文化振興会
美術館総務課

課長 学識経験者

坂井　豊 市立　屏水中学校 校長 関係団体

高山　昭子 草野校区ほとめき歩きの会 委員 関係団体

塚本　秀二 市立　草野小学校 校長 関係団体

吉田　洋一 久留米大学 文学部 国際文化学科 教授 学識経験者

事務局

氏　　名 所　　　属 役職

藤原　誠二 久留米市　観光・国際課 主幹

樋口　高太郎 久留米市　観光・国際課 主査

藤本　拓也 久留米市　観光・国際課 主事

田中　雅秀 （公財）久留米観光コンベンション国際交流協会 館長

角　敏光 （公財）久留米観光コンベンション国際交流協会 副館長

久留米市立草野歴史資料館協議会委員名簿
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１．開会
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３．会長互選
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２ 報告事項 

（１）平成 29･30 年度の取り組み 

 

①企画展の開催について 

・平成 29～30 年度「明治のおきあげ作家たち」/「草野のひな祭り」 

明治～大正～昭和とおきあげ作りに励み、家計を支えながら 内裏雛から歌舞伎雛

へと進化させ、華やかな節句を演出して子や孫の成長を祈った明治の女性たちにスポ

ットを当て、郷土の魅力的な文化を育んだ「おきあげ職人」の心意気と技量を紹介展

示しました。 

また、地域の旧家や店舗等の協力を得て草野町内１３箇所で雛人形の展示･公開を

していただき、本展と併せて「草野のひな祭り」として地域内の回遊を提案しました。 

 

開催期間：平成３０年２月２４日（土）～４月８日（日） 

期間中入館者：９５５人 

 

 

・平成 30～31 年度「おきあげ雛と押絵人形」/「草野のひな祭り」<開催中> 

明治～大正期、桃の節句に飾られたおきあげ雛や艶やかな押絵人形とともに、下絵

となった浮世絵や版画、型紙などを展示し、久留米おきあげの魅力とその歴史を紹介

しています。 

  また、地域内回遊の促進として、今年で 3 回目となる「草野のひな祭り」を実施し、

旧家や各店舗の協力により、「組み木雛」「手びねり雛」「ミニチュア人形」「絵手紙ひ

な」「箱雛」など、個性あふれる雛飾りの展示･公開をいただいています。 

 

開催期間：平成３１年２月２３日（土）～４月７日（日） 

 

 

②草野歴史資料館だよりの発行 

・第３８号（２９年度発行） 

発  行：平成３０年３月 

内  容：企画展、寄贈図書、若宮八幡宮の御神幸祭、新嘗祭式、 

草野まちかど博物館等 

発行部数：７００部 

 

・第３９号（３０年度発行予定） 

 発  行：平成３１年３月 
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 内  容：企画展、寄贈図書、須佐能袁神社の御神幸祭(草野風流) 

      草野まちかど博物館等 

 発行部数：７００部 

 

 

③各事業･施設との連携について 

・地域との連携 

「草野まちかど博物館」や「耳納北麓草野つばき祭り」、「草野風流」と連携し、入

館者を増やす取り組みを行っている。 

 ・草野歴史資料館の無料開放 

 ・スタンプラリーへのポイントとして参加 

  ・草野まちかど博物館に併せた特別展示 など 

 

・世界のつばき館・山辺の道文化館・草野歴史資料館三館相互の誘導 

  「耳納北麓観光拠点施設」相互の連携により地域の魅力向上を図るため、各館への 

来訪者のニーズに応じ、当館への誘導を行っている。また当館を目的地として来た来

訪者にも積極的に他の二館及び周辺の観光地への誘導を行っている。 

 

・JR 九州ウォーキング 

 上記「草野まちかど博物館」や「耳納北麓草野つばき祭り」に併せて行われるウォ 

ーキングイベントにおいて、パンフレットへのおすすめスポットとしての紹介、入館 

無料の案内等をおこなっている。 

＜平成２９年度＞ 

  ・平成２９年１１月４日（土）「草野の伝統的な町並みと秋の耳納北麓を歩こう」 

・平成３０年３月１７日（土）「満開のつばきウォーキング」 

＜平成３０年度＞ 

 ・平成３０年１１月４日（日）「草野の伝統的な町並みと耳納北麓を歩こう」 

 ・平成３１年３月１６日（土）「耳納風景街道を歩いて、咲き誇るつばきの花を楽

しもう」 

 

 

④その他の取り組み 

・情報発信基盤整備 

  来館者のＳＮＳ投稿等による情報拡散を図り耳納北麓地域の情報発信力向上に資

するため、平成３０年１０月より、世界のつばき館･山辺道文化館とともに｢kurume 

city-wifi lite｣の運用を開始した。 
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  草野歴史資料館のＨＰを６月より開設し、現在開催されている企画展や資料館まで

のアクセスなどがより分かりやすくなった。 

 

(２)平成３１年度の取り組みについて 

  

①第３８回企画展の実施(内容詳細未定) 

平成２７年度から開催しており、好評を博している「草野のひなまつり」につ

いては、平成３１年度においては企画をより充実させるとともに、より多くの来

訪客が周遊する仕組みを検討したい。 

併せて、広域としての PR についても、ひな祭りを開催する近隣自治体などの

事例を参考、連携を行いながら効果的な手法を探る。 

   

  ②草野歴史資料館だよりの発行 

    当館の特性を活かした広報媒体として、魅力ある誌面づくりを継続して行う。 

 

  ③各事業･施設との連携 

    当館の入館者数増に留まらず、当館を目的地とする層に草野地域の回遊を現在

よりも積極的に促し、また回遊を促進する新たな仕組みづくりを検討していく。 

 

  ④情報発信基盤の活用 

    平成 30 年 10 月から草野歴史資料館に wifi が整備されたことを活用し、一部

展示品撮影の可能性について研究をすすめる。これにより、資料館に訪れ、写真

を撮影した方に SNS での拡散を行ってもらい情報発信力を向上させる。 

 









入館者数の推移

草野歴史資料館　年度別入館者数

入館料
高校生以上 小中学生 高校生以上 小中学生 （歳入）

¥100 ¥50 ¥80 ¥30 無料 無料

30 297 741 11 206 1 959 2000 79 3,038 ¥91,160 H31.3.15 現在

29 288 811 24 336 36 1,207 1,558 197 2,962 ¥110,260

28 287 1,053 20 135 0 1,208 1,568 247 3,023 ¥117,100

27 213 1,206 28 258 0 1,492 1,301 313 3,106 ¥142,640
耐震工事のためH27.11.9～
H28.2.29休館

26 292 1,307 54 243 1 1,605 1,104 424 3,133 ¥152,870

25 299 1,225 29 134 0 1,388 817 435 2,640 ¥134,670

24 296 1,214 14 451 13 1,692 874 100 2,666 ¥158,570

23 292 1,874 47 233 0 2,154 694 255 3,103 ¥208,390

22 296 1,734 19 357 1 2,111 1,094 293 3,498 ¥202,940

21 298 1,675 46 317 0 2,038 1,366 169 3,573 ¥195,160

20 296 1,611 40 254 0 1,905 1,603 77 3,585 ¥183,420

19 303 1,618 48 414 0 2,080 1,222 29 3,331 ¥197,320

18 290 1,967 98 389 0 2,454 1,476 12 3,942 ¥232,720

17 293 1,890 63 401 0 2,354 1,260 20 3,634 ¥224,230

16 297 2,160 78 376 59 2,673 1,755 0 4,428 ¥251,750

15 296 1,686 47 405 0 2,138 1,332 3 3,473 ¥203,350

14 296 1,522 84 597 0 2,203 1,592 28 3,823 ¥204,160

13 285 1,516 70 681 2 2,269 1,046 41 3,356 ¥209,640

12 294 1,780 50 756 0 2,586 656 15 3,257 ¥240,980

11 294 2,016 89 616 0 2,721 1,709 0 4,430 ¥255,330

10 290 2,102 86 367 0 2,555 1,229 10 3,794 ¥243,860

9 293 2,105 107 494 36 2,742 765 11 3,518 ¥256,450

8 293 2,352 146 373 0 2,871 921 7 3,799 ¥272,340

7 295 3,324 209 558 162 4,253 510 53 4,816 ¥392,350

6 294 3,289 223 547 63 4,122 840 50 5,012 ¥385,700

5 292 2,645 257 381 5 3,288 1,447 47 4,782 ¥307,980

4 292 2,763 230 548 176 3,717 1,310 26 5,053 ¥336,920

3 269 1,990 170 580 115 2,855 1,370 11 4,236 ¥257,350

2 273 2,808 287 508 54 3,657 422 31 4,110 ¥337,410

元 296 1,473 186 675 121 2,455 359 32 2,846 ¥214,230

63 293 1,112 149 548 38 1,847 648 38 2,533 ¥163,630

62 290 1,405 198 893 170 2,666 465 69 3,200 ¥226,940

61 301 855 143 504 100 1,602 426 24 2,052 ¥135,970

60 293 944 150 295 34 1,423 509 159 2,091 ¥126,520

59 291 1,475 247 519 9 2,250 1,130 89 3,469 ¥201,640

58 51 853 181 102 0 1,136 203 145 1,484 ¥102,510

計 8,831 56,983 3,791 14,273 1,158 76,205 31,050 2,279 109,534 7,064,430
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免除
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企　画　展　名 期　　間 入館者数

H 30 （第 37 回）
草野のひな祭り／福岡県特産工芸品  おきあ
げ雛と押絵人形

H31年2月～4月 337 H31.3.15現在

H 29 （第 36 回）
草野のひな祭り/明治のおきあげ作家たち

H30年2月～4月 955

H 28 （第 35 回）
草野のひな祭り／福岡県特産工芸品　久留
米おきあげ美の世界

H29年2月～4月 960

H 27 （第 34 回）
草野のひな祭り／古今の技と美の世界 福岡
県特産工芸品 久留米おきあげ展

H28年3月～4月 1,587

H 26 （第 33 回）
福岡県特産工芸品　久留米おきあげ　古今
の技と美の世界

H27年2月～4月 1,267

H 26 （第 32 回）
昭和の記憶久留米・福岡
まんが日記が語る戦時下の暮らし

H26年7月～8月 688

H 25 （第 31 回） おきあげが語る　歌舞伎の名場面 H26年2月～4月 962

H 24 （第 30 回） 筑後の石造物と石工 H25年3月～5月 630

H 23 （第 29 回） 久留米おきあげ　みやびの世界 H24年3月～5月 1,115

H 22 （第 28 回） なつかしの風景・筑後の軌道 H23年3月～5月 1,249

H 21 （第 27 回） 乱世の武将たち H22年3月～5月 1,231

H 20 （第 26 回） 久留米の商家引札と近代草野の息吹展 H21年3月～5月 1,002

H 19 （第 25 回） 中世豪族草野氏－栄華の残照－展 H20年3月～5月 770

H 18 （第 24 回） 昔の暮らし展Ⅱ H19年3月～5月 1,131

H 17 （第 23 回） 懐かしの映画黄金期ポスター展 H18年3月～5月 767

H 16 （第 22 回） 耳納北麓の里に伝わる日本画秀作展 H17年3月～5月 722

H 15 （第 21 回） 耳納北麓の昔のくらし H16年3月～5月 1,037

H 14 （第 20 回） 耳納北麓文化財回顧展３ H15年3月～5月 903

H 13 （第 19 回） 耳納北麓文化財回顧展２ H14年3月～5月 963

H 12 （第 18 回） 耳納北麓文化財回顧展 H13年3月～5月 722

H 11 （第 17 回） 耳納北麓の里に伝わる文化財Ⅵ H12年3月～5月 901

H 10 （第 16 回） 耳納北麓の里に伝わる文化財Ⅴ H11年3月～5月 917

H 9 （第 15 回） 久留米の芭蕉句碑展 H10年3月～5月 607

H 8 （第 14 回） 耳納北麓の里に伝わる文化財Ⅳ H9年3月～5月 1,321

H 7 （第 13 回） 耳納北麓の里に伝わる文化財Ⅲ H8年3月～5月 1,391

H 6 （第 12 回） 耳納北麓の里に伝わる文化財Ⅱ H7年3月～5月 1,628

H 5 （第 11 回） 耳納北麓の里に伝わる文化財Ⅰ H6年3月～5月 2,569

H 4 （第 10 回） 耳納北麓の社寺宝物展 H5年3月～5月 1,503

H 3 （第 9 回） 東林寺宝物展 H4年3月～5月 1,120

H 2 （第 8 回） 石垣山観音寺宝物展 H3年2月～3月 1,189

H 1 （第 7 回） 若宮八幡宮宝物展 H2年3月～5月 899

S 63 （第 6 回） 郷土に眠る資料展 H元年4月～5月 800

S 62 （第 5 回） 千光寺宝物展 S63年3月～5月 1,315

S 61 （第 4 回） 観興寺宝物展 S62年4月～6月 807

S 60 （第 3 回） 床島堰開発史展 S61年3月～4月 1,087

S 59 （第 2 回） 淵龍・淵珍展 S60年4月～5月 422

S 58 （第 1 回）

年度

企画展実績一覧
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○久留米市立草野歴史資料館条例 

昭和５８年９月２６日 

久留米市条例第２０号 

改正 昭和６３年３月３１日条例第８号 

平成３年１２月２６日条例第５０号 

平成９年３月２８日条例第５号 

平成１１年３月３１日条例第１３号 

平成１４年３月２９日条例第４号 

平成１６年１２月２８日条例第１４０号 

平成１７年９月３０日条例第６４号 

（目的及び設置） 

第１条 草野氏及びその周辺の歴史に関する資料（以下「資料」という。）の保存と活用を

図り、もって市民の教育と文化の発展に寄与するため、本市に歴史資料館を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 久留米市立草野歴史資料館 

位置 久留米市草野町草野４１１番地１ 

（平１４条例４・一部改正） 

（指定管理者による管理） 

第３条 市長は、久留米市立草野歴史資料館（以下「資料館」という。）の管理を地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体で

あって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる。 

２ 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。 

（平１７条例６４・追加） 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 資料の収集（購入その他の取得によるものを除く。）、整理及び保存に関する業務 

(2) 資料の調査研究及び展示公開に関する業務 

(3) 資料館の来館者数の確保に関する業務 

(4) 資料館の秩序保持及び安全対策に関する業務 

(5) 資料館の清掃及び消毒に関する業務 

資 料 
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(6) 資料館の維持及び保守に関する業務 

(7) 資料館の使用に係る料金（以下「利用料金」という。）の収受等に関する業務 

(8) 前各号に掲げるもののほか、第１条の設置目的の達成に関して市長が必要と認める

業務 

（平１７条例６４・追加） 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第５条 指定管理者は、この条例及び規則の規定で定めるところにより、管理の業務を行わ

なければならない。 

２ 指定管理者は、管理の業務に関する図書で、規則で定めるものを備え付け、これを指定

の期間中保存しなければならない。 

３ 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。 

４ 指定管理者は、第１３条に規定する協議会の答申を管理及び運営に反映することを検討

しなければならない。 

（平１７条例６４・追加） 

（開館時間等） 

第６条 資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必

要と認めるときは、市長の承認を得て、これを伸縮し、又は変更することができる。 

(1) 開館時間 午前１０時から午後５時まで 

(2) 休館日 

ア 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

第３条に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときを除く。 

イ 休日の翌日。ただし、休日の翌日が土曜日、日曜日又は休日と重なる場合を除く。 

ウ 年末年始（１２月２８日から翌年１月４日までの日） 

（平１７条例６４・追加） 

（利用料金） 

第７条 資料館に展示する資料を観覧しようとする者は、指定管理者に利用料金を支払わな

ければならない。 

２ 利用料金は、前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 

３ 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指

定管理者が定めるものとする。 
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４ 資料館に特別の企画による展示をする場合の利用料金の額は、市長が別に定める額の範

囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。 

５ 指定管理者は、前２項の規定により利用料金の額を定めたときは、これを公表するとと

もに、資料館内の見やすい場所に掲示しなければならない。 

（平１７条例６４・追加） 

（利用料金の収入） 

第８条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 

（平１７条例６４・追加） 

（利用料金の減免） 

第９条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除

することができる。 

（平１７条例６４・追加） 

（利用料金の返還） 

第１０条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長があらかじめ定め

る基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。 

（平１７条例６４・追加） 

（入館の制限） 

第１１条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁じ、又は

退館を命ずることができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者 

(2) 展示物又は施設を損傷するおそれがあると認められる者 

(3) その他管理上必要な指示に従わない者 

（平１７条例６４・旧第６条繰下・一部改正） 

（損害賠償） 

第１２条 入館者その他の利用者が、自己の責めに帰すべき理由により、資料館の資料、施

設、備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。た

だし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 

（平１６条例１４０・一部改正、平１７条例６４・旧第７条繰下・一部改正） 

（協議会） 

第１３条 資料館の円滑な運営を図るため、久留米市立草野歴史資料館協議会（以下「協議

会」という。）を置く。 



15 

 

２ 前項の協議会の組織及び所掌事務については、市長が規則で定める。 

（平１７条例６４・旧第８条繰下） 

（委任） 

第１４条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

（昭６３条例８・旧第９条繰下、平１７条例６４・旧第１０条繰下） 

附 則 

この条例は、昭和５８年１１月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年３月３１日条例第８号） 

この条例は、昭和６３年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年１２月２６日条例第５０号） 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月２８日条例第５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月３１日条例第１３号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日条例第４号） 

この条例は、平成１４年５月７日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月２８日条例第１４０号） 

この条例は、平成１７年２月５日から施行する。 

附 則（平成１７年９月３０日条例第６４号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

（平１７条例６４・追加） 

久留米市立草野歴史資料館利用料金 

区分 金額 

小学校就学の始期に達していな

い者 

無料 

小学生及び中学生 １回につき ５０円 

その他の者 １回につき １００円 

備考 上記の金額は、消費税等額を含む。 
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○久留米市立草野歴史資料館協議会規則 

昭和５９年１月４日 

久留米市規則第８号 

改正 平成１１年１２月２８日規則第６１号 

平成２０年１２月４日規則第１３８号 

平成２２年３月９日規則第１０号 

平成２３年３月３１日規則第５４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、久留米市立草野歴史資料館条例（昭和５８年久留米市条例第２０号）

第１３条第２項の規定に基づき、久留米市立草野歴史資料館協議会（以下「協議会」とい

う。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２０規則１３８・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、市長の諮問に応じ、久留米市立草野歴史資料館（以下「資料館」という。）

の運営に関する重要な事項を審議するものとする。 

（組織） 

第３条 協議会は、１２人以内の委員をもつて組織する。 

（平１１規則６１・一部改正） 

（委員） 

第４条 委員は、学識経験のある者及び関係団体のうちから市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第６条 協議会に会長１人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ

資 料 
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る。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、観光・国際課において処理する。 

（平２２規則１０・平２３規則５４・一部改正） 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。 

附 則 

この規則は、昭和５９年１月４日から施行する。 

附 則（平成１１年１２月２８日規則第６１号） 

この規則は、平成１２年１月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月４日規則第１３８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年３月９日規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日規則第５４号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 
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